
笠間市商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内中小企業、個人事業主

等を対象に社会保険労務士、中小企業診断士等の先生による国や茨城県の支援策の相談会を開催

します。商工会の会員でない方も、各制度の不明点等について個別に相談できますのでぜひご参

加ください。

相談会は予約制ですので、事前に笠間市商工会へご連絡ください。

相談時間 午前 9時～午後 4時まで(1事業所あたり 1時間～1時間 30分程度）

小規模事業者持続化補助金相談会

雇用調整助成金、家賃支援給付金の相談会

持続化給付金の相談会

申込方法 電話でお申し込みください。

申・問 商工課(内線 511） 笠間市商工会 ℡ 0296-72-0844

⑥ 国や茨城県の支援策の個別相談会を実施します

実施日 場所

8 月 3 日(月)・6日(木)・7 日(金)・17 日(月)・19 日(水）

9月 2日(水)・15 日(火）・16日(水)・28 日(月）
笠間市商工会 本所

8月 11 日(火）・24 日(月）、9月 2日(水） 笠間市商工会 友部事務所

8月 26 日(水）、9月 18 日(金） 笠間市商工会 岩間事務所

実施日 場所

7 月 20 日(月)・29 日(水)、8月 3 日(月)・6日(木） 笠間市商工会 本所

7月 30 日(木）、8月 3日(月）・6日(木） 笠間市商工会 友部事務所

7月 20 日(月） 笠間市商工会 岩間事務所

実施日 場所

7 月 28 日(火)、8 月 25 日(火)、9 月 15 日(火） 笠間市商工会 本所

8月 18 日(火）、9月 1日(火） 笠間市商工会 友部事務所

7月 21 日(火） 笠間市商工会 岩間事務所

市の｢国民健康保険限度額適用認定証｣および「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認

定証｣の有効期限は、7月31日までです。更新には申請が必要となりますので、認定証を現在お

持ちの方は更新手続きをお願いします。

また、認定証の新規発行は随時行っています。保険診療に係る自己負担の軽減になりますので、

医療機関で高額な自己負担が見込まれる際には申請を行ってください。

※国民健康保険税の未納がある方、令和元年中の所得の申告をしていない方は認定証の発行が

できないことがあります。

必要なもの 国民健康保険証、印鑑、個人番号(マイナンバー)がわかるもの

申 保険年金課 笠間支所市民窓口課 岩間支所市民窓口課

問 保険年金課(内線 140）

⑦ 国民健康保険限度額適用認定証等の更新手続きをお願いします

④ぺージ
2020-0716

広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。

http://www.city.kasama.lg.jp/


